
  
●前回委員会からの修正箇所（佐倉市立保育園の在り方に関する基本方針） 

 

 

区分 新 旧 

Ｐ５・修正 （４）保育内容 

保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領において、保育の実施にか

かる保育環境の形成、指導計画の策定基準等が細かく示されており、各保育施設では、

この指針を踏まえた保育が実施されています。また、保育従事者の配置については、基

準の職員数を超えた職員配置を行って保育の充実を図る民間保育園も見受けられるこ

とから、公立、民間の運営主体に関わらず一定の保育水準が確保されています。 

 

（４）保育内容 

保育所保育指針や幼保連携型認定こども園保育指針において、保育の実施にかかる保

育環境の形成、指導計画の策定基準等が細かく示されており、各保育施設では、この指

針を踏まえた保育が実施されています。また、保育従事者の配置については、基準の職

員数を超えた職員配置を行って保育の充実を図る民間保育園も見受けられることから、

公立、民間の運営主体に関わらず一定の保育水準が確保されています。 

 

Ｐ７・修正  

（図６ 公立保育園における運営費の決算額推移） 

年度 決算額 

令和元年度 1,429,793,000 円 

平成 30 年度 1,345,677,592 円 

平成 29 年度 1,365,629,615 円 

平成 28 年度 1,268,468,817 円 

平成 27 年度 1,265,053,640 円 
 

 

（図６ 公立保育園における運営費の決算額推移） 

年度 決算額 

平成 30 年度 1,345,677,592 円 

平成 29 年度 1,365,629,615 円 

平成 28 年度 1,268,468,817 円 

平成 27 年度 1,265,053,640 円 

平成 26 年度 1,239,887,386 円 
 

Ｐ１４・修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１ 
令和元年 11 月 15 日（金） 

第３回佐倉市子育て支援推進委員会 
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（図９ 民間保育園の運営法人の比率） 

（令和元年 7月１日現在） 
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（図９ 民間事業者による運営主体の比率） 

（令和元年 7月１日現在） 

(※予算額) 


